
技能検定受検料補助金
技術の向上と継承を目的に、市内の中小・小規模事業者が事業者の負担で従業員等に職業能力開発促進法に規定する技
能検定を受検させ合格した場合に、予算の範囲内において、受検料の一部を補助します。

埼玉県上尾市

助成型（※2）

人材育成・雇用

1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または同条第5項に規定する小規模企
業者に該当する会社であること（個人事業主を含む）。
2.申請日の6か月以上前から上尾市内に事業所または事務所があり、申請日においても引き
続き営業している事業者であること。
3.従業員等（事業主・役員・従業員）

2024年6月3日～2025年3月21日

2万円、補助率1/2

補助対象経費：事業者が負担した受検手数料（学科・実技）

商工課
電話：048-777-4441

https://www.city.ageo.lg.jp/page/368842.html
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